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公文書の一部開示，不開示に係る不開示事項別内訳開示請求に対して一部開示及び不開示決定を行った案件に係る不開示事項別の内訳は，次のとおりです。内訳は，個人に関する情報
(82,71
）が最も多く
1,927
件，次いで法旧条例第条第号新条例第条第号旧条例第条第号新条例第条第号旧条人等に関する情報（
83,72
）
1,505
件，事務又は事業に関する情報（
88,76
）
1,080
件の順となっており，この３つで全体の
77.1
％を占めてい例第条第号新条例第条第号ます。ア旧条例の下での状況計の構成比非開示事項の区分
(
該当号
)63
元２３４５６７８９
101112
計法令秘情報（第１号）
000000000021030.1
個人情報（第２号）
143297181835873279992421,37440.0
事業活動情報（第３号）
000281311641812871884287725.5
犯罪捜査等情報（第４号）
0000000144352027912.6
国等協力関係情報（第５号）
000000044010090.3
意思形成過程情報（第６号）
0000223819914927932.7
合議制機関情報（第７号）
0000004514210170.5
行政運営情報（第８号）
031222610834331881584697028.2
非公開条件情報（第９号）
000000021000030.1
計
174621123442713777903052691843,437100.0
一部開示，不開示の決定件数
143311725228622376184133961,693
イ新条例の施行以降の状況計の構成比不開示事項の区分
(
該当号
)1314151617
計個人に関する情報（第１号）※平成１３年４月１
461021431679555322.9
個人情報（旧第２号）日前に作成し，又は法人等に関する情報（第２号）取得した公文書につ
44312117629362826.0
事業活動情報（旧第３号）いては，旧条例第８法令秘情報（第３号）条の適用を受けるこ
001029301.2
〃（旧第１号）とから，同条各号に公共の安全等に関する情報（第４号）よる分類も併記して
1612105968131012.8
犯罪捜査等情報（旧第４号）います。また，表中審議，検討等に関する情報（第５号）で２段になっている
62020100.4
意思形成過程情報（旧第６号）区分のうち，上段は合議制機関情報（旧第７号）
0021030.1
新条例第７条各号の事務又は事業に関する情報（第６号）不開示事項を，下段
2220382281104.6
行政運営情報（旧第８号）は上段に相当する旧文書不存在
26361931075564226.6
条例第８条各号の不存否応答拒否
3311080.3
開示事項を表したも適用除外
01368411225.1
のです。計
1638135365413622,416100.0
一部開示，不開示の決定件数


